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衆
議
院
議
員
田
村
貴
昭
君
提
出
「
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
間
に
、
政
府
が
、
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す

る
法
律
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独

立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
（
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
を
含
む
。
以
下

「
基
金
」
と
い
う
。
）
に
出
資
し
た
資
本
金
並
び
に
政
府
が
基
金
に
支
出
し
た
補
助
金
、
委
託
費
及
び
運
営
費
交
付
金
の
合

計
額
は
、
約
八
百
八
億
七
百
十
三
万
円
で
あ
る
。
ま
た
、
基
金
の
解
散
に
伴
う
国
庫
納
付
金
の
合
計
額
は
、
約
四
十
九
億
五

千
二
百
七
十
九
万
円
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

基
金
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑
留
者
及
び
引
揚
者
を
対
象
と
し
て
書
状
等
贈
呈
事
業
及
び
特

別
記
念
事
業
を
、
戦
後
強
制
抑
留
者
を
対
象
と
し
て
特
別
給
付
金
支
給
事
業
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
受
益

者
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
書
状
等
贈
呈
事
業
に
よ
り
書
状
等
を
贈
呈
さ
れ
た
者
は
、

一



恩
給
欠
格
者
又
は
そ
の
遺
族
四
十
五
万
六
千
三
百
四
十
二
人
、
戦
後
強
制
抑
留
者
又
は
そ
の
遺
族
三
十
二
万
四
千
七
百
五
十

三
人
及
び
引
揚
者
七
万
三
千
六
百
七
十
五
人
で
あ
り
、
特
別
記
念
事
業
に
よ
り
慰
労
品
を
贈
呈
さ
れ
た
者
は
、
恩
給
欠
格
者

十
五
万
七
千
九
百
十
二
人
、
戦
後
強
制
抑
留
者
七
万
千
七
十
三
人
及
び
引
揚
者
八
万
七
千
三
百
八
十
人
で
あ
り
、
特
別
給
付

金
支
給
事
業
に
よ
り
特
別
給
付
金
を
支
給
さ
れ
た
戦
後
強
制
抑
留
者
又
は
そ
の
相
続
人
は
、
六
万
八
千
八
百
四
十
七
人
で
あ

る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
三
分
野
別
の
事
業
費
の
総
額
」
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

基
金
に
お
い
て
は
、
財
団
法
人
全
国
強
制
抑
留
者
協
会
、
社
団
法
人
元
軍
人
軍
属
短
期
在
職
者
協
力
協
会
、
社
団
法
人
引

揚
者
団
体
全
国
連
合
会
、
全
国
抑
留
者
補
償
協
議
会
、
社
団
法
人
新
情
報
セ
ン
タ
ー
、
財
団
法
人
舞
鶴
市
文
化
事
業
団
、
財

団
法
人
太
平
洋
戦
争
戦
没
者
慰
霊
協
会
及
び
全
国
軍
人
恩
給
欠
格
者
官
民
格
差
是
正
推
進
連
盟
に
対
し
、
助
成
金
や
委
託
費

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
約
二
十
五
億
九
千
二
百
七
十
三
万
円
、
約
八
億
三
千
百
三
十
六
万
円
、
約
一
億
七
千
四
百
二
十
五
万

円
、
約
八
百
六
十
三
万
円
、
約
五
百
五
万
円
、
三
百
万
円
、
二
百
万
円
及
び
約
三
十
五
万
円
の
支
出
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

四
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
「
管
理
費
」
及
び
「
広
告
宣
伝
費
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね

に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
上
期
ま
で
の
間
に
お
け
る
旧

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
基
金
の

決
算
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
役
職
員
給
与
、
管
理
諸
費
及
び
交
際
費
並
び
に
平
成
十
五
年
度
下
期
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま

で
の
間
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
等
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
基
金
の
決
算

報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
一
般
管
理
費
及
び
人
件
費
の
総
額
は
約
七
十
三
億
九
千
四
十
七
万
円
で
あ
り
、
支
出
額
の
総
額
の
約

七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

特
別
給
付
金
支
給
事
業
に
よ
り
特
別
給
付
金
を
支
給
さ
れ
た
戦
後
強
制
抑
留
者
又
は
そ
の
相
続
人
の
数
は
、
二
に
つ
い
て

で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
支
給
額
の
総
額
は
、
百
九
十
二
億
九
千
八
百
五
十
五
万
円
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
支

給
に
係
る
事
務
費
及
び
人
件
費
の
総
額
は
、
約
九
億
九
千
九
百
二
十
八
万
円
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

旧
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項

三



第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
基
金
が
保
有
し
て
い
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す

る
法
律
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
が
こ
れ
を
承
継
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、

戦
後
強
制
抑
留
者
に
係
る
問
題
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
策
定
し
た
「
強
制
抑
留
の
実
態
調
査
等
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
（
平
成
二
十
三
年
八
月
五
日
閣
議
決
定
）
に
お

い
て
、
政
府
が
そ
の
展
示
を
引
き
続
き
行
い
、
抑
留
者
の
労
苦
の
国
民
の
理
解
及
び
後
代
の
国
民
へ
の
継
承
並
び
に
抑
留
中

死
亡
者
の
追
悼
の
た
め
の
取
組
を
引
き
続
き
推
進
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
基
金
を
所
管
し
て
い
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
総
務
省
に
お
い
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
第
九
十
六
号
に

掲
げ
る
事
務
と
し
て
、
毎
年
度
予
算
措
置
を
講
じ
、
基
金
か
ら
承
継
し
た
資
料
の
管
理
、
保
管
及
び
展
示
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

平
和
祈
念
展
示
資
料
館
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
委
託
事
業
者
と
の
契
約
に
際
し
、
具
体
的
な
業
務
の
内
容
、
運
営
要
員
の

配
置
等
の
条
件
を
示
し
、
同
事
業
者
は
こ
れ
に
基
づ
き
展
示
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
八
年
八

月
三
日
現
在
の
館
長
は
、
荒
井
安
敏
氏
で
あ
る
。

四



八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
全
体
の
事
業
の
総
括
的
な
事
業
報
告
書
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
基

金
の
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
旧
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
等
の
規
定
に
基

づ
き
作
成
、
公
表
等
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
基
金
の
解
散
に
際
し
、
「
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
記
録
史
」
が
編
さ
ん
、
公
表

さ
れ
て
い
る
。

五


